
青森県介護事業所内保育施設運営事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１ 本事業は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）に基づき、介護施

設・事業所に従事する職員（以下「介護従事者」という。）の仕事と子育ての

両立を支援し、必要な介護サービスを提供することができる体制を整備する

とともに、質の高い介護サービスを担う介護人材の安定的な確保を図ること

を目的とする。 

 

 （実施主体） 

第２ 本事業の実施主体は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の

３第１２項の規定に基づく事業所内保育事業を実施する介護事業者（以下「事

業者」という。）とする。 

２ 事業者は、児童福祉法第５９条の２の規定に基づき、知事（中核市に所在す

る介護事業所内保育施設（以下「施設」という。）にあっては、当該中核市の

長）に対し届出を行うものとする。 

 

 （実施場所） 

第３ 本事業を実施する施設は、原則として、介護事業所の所在する敷地内に設

置することを基本とする。ただし、当該介護事業所の介護従事者が容易に利用

することができる場合は、この限りではない。 

 

 （運営基準） 

第４ 施設は、介護従事者の監護する児童に対して保育を提供する際、平成１３

年３月２９日付け雇児発第１７７号厚生労働省雇用均等･児童家庭局長通知

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の別紙「認可外保育施設

指導監督の指針」及び別添「指導監督基準」に基づき運営するものとする。 

２ 施設の設置者は、利用する介護従事者その他の利用者から１０，０００円以

上の額を、保育料（給食費等の実費を含む保護者が直接負担する額をいう。以

下同じ。）として毎月徴収するものとする。 

 

 （２４時間保育） 

第５ ２４時間保育は、施設が通常開所している時間以外の休日又は夜間の時

間帯においても、保育を提供するものとする。 

 



 （病児等保育） 

第６ 病児等保育は、平成２７年７月１７日付け雇児発０７１７第１２号厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長通知「病児保育事業の実施について」の別紙「病

児保育事業実施要綱」の内容を踏まえ、施設において適切に実施するものとす

る。 

２ 施設の設置者は、病児等保育を利用する介護従事者その他の利用者から 

 １日当たり３，２００円以内で保育料を徴収するものとする。 

 

 （市町村の認可） 

第７ 事業者は、地域における子ども・子育て支援の充実のため、施設が児童福

祉法第３４条の１５の規定に基づく市町村の認可を受けることを目指すもの

とする。 

２ 前項の規定による認可は、家庭的保育事業者等の設備及び運営に関する基

準（平成２６年厚生労働省令第６１号）に基づき市町村が定める条例を遵守し

なければならないことに留意し、当該市町村との協議を実施する。 

 

 （費用） 

第８ 本事業の実施に要する経費の一部について、県は別に定めるところによ

り補助するものとする。 

 

 （その他） 

第９ 本事業の実施に当たって必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年７月７日から施行し、平成２８年４月１日から適用す

る。 


